様式第13号(第15条関係)
一括借上げ契約書

1　賃貸借の目的物                                                    
	名　称
	

	所在地
	

	建て方
	共　同　建

長　屋　建
	
構造
	耐　火

準耐火
	建設工事完了日

	
	
	
	
	　　年　　月  　日

	
	
	
	
                 階建
	

	
	
	戸数
	                   戸
	

	面　積
	敷地面積
	                             ㎡

	
	建築面積
	                             ㎡

	
	延床面積
	                             ㎡

	施設等
の概要
	ガス
上水道
下水道
	有(都市ガス・プロパンガス)・無
水道本管より直結・受水槽・井戸水
公共下水道・浄化槽
	



	
	駐車場
自転車置場
物置
専用庭
	有・無
有・無
有・無
有・無
	




	
　本件建物は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第3条の規定に基づき彦根市長の認定を受けた住宅であり、別紙供給計画に従い、供給されるものである。




2　契約期間                                                          
	始期
	年　　月　　日から
	                              年

	終期
	年    月    日まで
	





3　賃料等
	賃　　　料
	支　払　期　限
	支　　払　　方　　法

	




            円


	

当月分を

当月　　　日まで



	

振込

または

持参

	
振込先金融機関名：

預　　　金： 普通　・  当座
口座番号：
口座名義人：

	
	
	
	
持参先：

	
  敷　　　金


	
            賃料               箇月相当分
                                       円




4　貸主・借主
	
 貸　主
(社名･代表者)
	
住所
氏名                          電話番号

	
 借　主
(社名･代表者)

	
住所
氏名                          電話番号





(契約の締結)
第1条　貸主(以下「甲」という。)および借主(以下「乙」という。)は、頭書1に記載する特定優良賃貸住宅(以下「本物件」という。)について、以下の条項により賃貸借契約(以下「本契約」という｡)を締結した。
(契約期間)
第2条　契約期間は、頭書2に記載するとおりとする。
2　甲および乙は、協議の上、本契約を更新することができる。
(使用目的)
第3条　乙は、本物件を、特定優良賃貸住宅として、乙の選択する第三者(法第3条第4号に規定するものに限る。以下「丙」という｡)に転貸するものとする。
(賃料)
第4条　乙は、頭書3の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。
2　1箇月に満たない期間の資料は、1箇月を30日として日割計算した額とする。
3　甲および乙は、協議の上、賃料を改定することができる。
(補助金交付の場合の乙の支払額)
第5条　彦根市特定優良賃貸住宅家賃減額補助金交付要綱に基づく補助金（以下「補助金」という｡）が甲に交付される場合には、前条第1項の規定にかかわらず、乙が甲に支払うべき額は、頭書3に記載する賃料の額から当該補助金の額を控除した額とする。
(敷金)
第6条　乙は、本契約から生じる債務の担保として頭書3に記載する敷金を甲に預け入れるものとする。
2　乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料その他の債務と相殺をすることができない。
3　甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を無利息で乙に返還しなければならない。ただし、甲は、本物件の明渡し時に、賃料の滞納その他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。
4　前項ただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。
(委託業務)
第7条　甲は、補助金の申請および受領に関する業務を乙に委託する。
2　乙は、前項に規定する補助金を受領した場合には、速やかに、当該補助金に相当する額を甲に支払わなければならない。
3　甲は、第1項の規定により委託した業務を乙が遂行するために必要な代理権を乙に授与する。
４　甲は、乙に対して、委任状の交付その他の委任を証明するために必要な措置をとらなければならない。
(入居者の募集および選定)
第8条　乙は、入居者の募集に当たっては、公募によりこれを行うものとする。
2　前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくても1週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
3　前2項の規定による公募は、棟ごとにまたは団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
(1)　賃貸する住宅が特定優良賃貸住宅であること。
(2)　賃貸住宅の所在地、戸数、規模および構造
(3)　乙の名称および主たる事務所の所在地
(4)　賃料その他賃貸の条件
(5)　入居の申込みの期間および場所
(6)　申込みに必要な書面の種類
(7)　入居者の資格および選定方法
4　前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。
5　乙は、入居者の資格審査および選定については、滋賀県住宅供給公社に委託しなければならない。
(転貸の条件等)
第9条　乙は、丙との間で賃貸借契約を締結する際には、次に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1)　敷金は、賃料の3箇月分を超えない額とする。
(2)　賃料および前号の敷金を除くほか、権利金、謝金等の金品を受領し、その他丙に不当な負担となるような条件を課さないこと。ただし、共益費について、この限りでない。
(3)　丙が不正の行為によって本物件に入居したときは、賃貸借契約を解除すること。
2　乙は、丙との間で賃貸借契約を締結する際には、甲の指定する賃貸借契約書を使用するものとする。　
3　乙は、別表第1に定める丙の賃料を丙との間の賃貸借契約書に定める賃料の額としなければならない。
4　乙は、補助金が甲に交付される場合は、別表第1に定める丙の賃料の額から当該補助金の額を控除した額を丙から収納するものとする。
(維持管理業務)
第10条　乙は、別表第2に掲げる維持管理業務を行うものとする。
(善管注意義務等)
第11条　乙は、本物件を善良なる管理者としての注意をもって賃貸するものとする。　
2　乙は、別紙供給計画に従い、本物件を管理しなければならない。
3　乙は、法第6条に基づき国土交通大臣が定めた管理を行うに当たって配慮すべき事項に留意して、本物件を管理しなければならない。
4　乙は、甲が地方公共団体から法第7条に基づく管理に関する助言または指導を受けた場合は、甲の指示に基づき当該助言または指導に従って本物件を管理しなければならない。
(乙の報告義務)
第12条　乙は、委託業務および本物件の管理の状況を、3箇月ごとに甲に報告しなければならない。
2　乙は、甲が本物件の修繕を行う必要が生じた場合は、その旨を直ちに甲に報告しなければならない。
3　前2項に定める場合以外において甲の要求があるときは、乙は、委託業務および本物件の管理の状況について甲に報告しなければならない。
(管理に関する書類の作成・保管)
第13条　乙は、入居者ごとに氏名、入居資格、補助金の額等を記入する入居者台帳等の本物件の管理に係る書類を作成し、保管するものとする。
2　甲は、前項の規定により乙が作成し、保管する書類を閲覧等することができる。
(甲からの契約の解除)
第14条　甲は、乙が次に掲げる義務に違反する場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
(1)　第4条第1項に規定する賃料支払義務に違反した場合
(2)　その他本契約書に規定する乙の義務に違反した場合
(乙からの契約の解除)
第15条　乙は、甲が次に掲げる義務に違反する場合において、乙が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
(1)　第7条第4項に規定する委任状交付等義務に違反した場合
(2)　その他本契約書に規定する甲の義務に違反した場合
(本物件の返還)
第16条　乙は、本契約が終了する日までに（前2条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに）、甲に本物件を返還しなければならない。この場合において、乙は、空住戸については、別表第3に掲げる修繕を行わなければならない。
(地位の継承)
第17条　本契約が終了した場合は、甲は、乙の貸主としての地位を引き継ぎ、乙と丙との間の賃貸借契約は甲と乙との間に承継されるものとする。
(補助金不交付の場合の乙の支払額)
第18条　甲が法第11条の規定に基づき供給計画の認定を取り消されたことにより補助金が交付されなくなった場合には、乙は、頭書3に記載する賃料の額から、当該供給計画の認定が取り消されていなければ交付されるべき補助金の額を差し引いた額を甲に支払うものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由により 供給計画の認定が取り消された場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第19条　甲または乙は、本契約書に規定する義務に違反したことにより他方の当事者に損害を与えた場合は、当該損害を賠償しなければならない。
(協議)
第20条　甲および乙は、本契約書に定めがない事項および本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、誠意を持って協議し、解決するものとする。
(特約事項)
第21条　本契約の特約については、下記のとおりとする。
	






別表第1(第9条関係)
	　住戸番号
	      　丙　の　賃　料

	
	                        円／月

	
	                        円／月

	
	                        円／月

	
	                        円／月

	
	                        円／月

	
	                        円／月

	
	                        円／月

	
	                        円／月

	
	                        円／月

	
	                        円／月



別表第2(第10条関係)
	  項　目
	        　業　務　内　容
	  備　 　　　考

	別表第3に掲げる修繕業務
	修繕費用負担の調整
	

	
	修繕工事の見積・手配・工事立会い
	

	
	修繕代金の支払い・清算
	

	
	
	

	点検業務
	共用部分の点検
	

	
	設備点検
	

	
	設備異常時の応急措置
	

	
	
	

	清掃業務
	日常清掃
	

	
	定期清掃
	

	
	
	

	その他
	
	



別表第3（第10条、第16条関係）
	   修 繕 箇 所
	     　修　繕　内　容

	





	











	
  甲および乙は、本物件について上記のとおり賃貸借契約を締結したことを証するため、本契約書2通を作成し、記名押印の上各自その1通を保有する。


        年　　月　　日

委託者(甲)　住所
            氏名                                     

受託者(乙)　住所
            氏名                                     







